
(26)

Manusmrti 王権副

はじ め に

こおける第8,9 章の意義①

沼田 一郎

Manusmrti （Manu) は，ダルマ文献を代表するものと目されている。

しかし古層のダルマスートラ（Dhs ） からManu が成立するまでには数

百年が経過しているから，その内容には大きな差がある。Dhs の中にもApastambadhs

のように，自派の他のkalpasutra 類と緊密な連関を有し，

それ自体もよくまとまった構成のものもあれば,Visnusmrti のように

後代の改変の跡が歴然としているものもある。Dh

引ま「ヅアルナとアーシュラマのダルマ」を説き明かすことを主題

として，精粗の差はあるが4 つのヅアルナそれぞれに関して記述してい

る。それに対して,Dhs では「家住期のバラモン男子」に関する規定が

中心である。バラモン以外の3 ヴァルナの規定は少なく，バラモンとと

もに社会の上層部を形成するクシャトリヤあるいは王を対象とした規定

（以下「rajadharma セクション」） 乱Manu のそれと比べると，質量

ともはるかに貧弱であると言ってよ(1)。rajadharma

は本来dharma ではなくartha のカテゴリーにおいて扱わ

れるべきものと言いうる。したがって,Kautilya のArthasastra （Kaut ）

が専らそれを扱うのは当然とも言えるが,dharma 文献の中で重視され

る ように なる のはManu においてである。rajadharma セ クショ ンはManu

全体の約3 分の1 を占め，バラモンのdharma と並ぶ重要な課題

であ るこ とは自明 の ようであ るが，他 のセ クショ ンとの連関,ra-jadharma

セクションそのものの構成などについては未だ十分には解明

されていないと思われる。また，個々の規定の由来や後の資料への影響

などについて 乱 本稿において考察することにしたい。
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Maniismrti の 構成 とrajadharma セ クシ ョ ン

Manu は全12章からなる。扱う内容は多岐にわたるが，以下のように

整理することができるだろう。

・ 傘｀ 大卜 ・内 言容 分 二 類 ｀ ド
χ ゝ

・［ 世 界創造 内 容 一一覧 序 章

2 dharma の源泉 幼児期 学 生期

バラモ ン

正

し

い

生

き

方

本

論

3

家長期4

5

6 林住期 遊゙ 行期

7 王の職 務

エ クシャト リヤ8 司法規定 ．雑則

9

司法規 定 スミの職務

ヴアイシヤ シュ ード ラ ヴアイシ ヤ シュ ード ラ

10

ヴァルナ問混血

例外 規定 逸 脱からの 回復窮迫時 の牛話

11
噴 罪、

12 業と 輪廻Man11 の果報 終 章

「本論」は，前後半の二つの部分に分かれている。前半の2 ～9 章は

各ヴァルナに規定されたdharma すなわち「正しい生き方」を示し，後

半の第10,11 章はヴァルナ間混血や窮迫時の生き方（apaddharma ）と

いった，本来承認され得ない事態を扱い，その正当化やあるべき姿への

回復のプロセスを示している。

「正しい生き方」の諸規定は4 ヴァルナの順序に従って配置され，そ

こではバラモンと並んで王 ……クシャトリヤに強い関心が注がれているこ

とがわかる。このような章立てから，一般には第7 章に王の日常の職務

としてのrajadharma を，そして第8~9 章に司法（vyavahara ）規定を

配当していると見なされている。しかし実はそれほど明瞭に区分されて

いるのではないことを以下によって示すことにしよう。

第7 章は全体がrajadharma の叙述に終始している。このような大部
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な章をrajadharma の記述に費やすのは,dharma 文献ではManu が最

初であり，それは以下の三つの構成部分からなっている。

①王の神的起源 ∩ ～13)

②恐るべき刑罰（danda ）の疋当な行使（14～34 ）

②日常の王の職務（35～226 ）

第7 章 の 核心 部 分 はこ の うち ③で あ る。7.36 は次 の よう にra-jadharma

セクションの実質的な開始宣言をする。tenayadyatsabhrtyenakartavyamraksataprajah/tattadvo'hampravaksyamiyathavadanupurvasah//7.36

その人民を守護する者が家臣と共になすべき事柄，

私はそれをありのままに，順を追って汝に語るであろう。

そして多様にして具体的な工の職務が叙述されるのであるが，形式上

の特徴として，それらが一日の「日課表」のような完結した構成になっ

ていることを指摘しう
ぎ。

つまり，続く8,9 章で詳説される司法以外

の職務についてはここで残りなく解き明かされたことになるのである。

2

8,9 章の構成上の問題

続く第8 ～9 章の「司法篇」は本来王の職務の一部であると言える。

従前のDhs と比較して格段に詳細かつ具体的であって，民事・刑事の

両分野について現代的な意味での「実定法」と呼びうるものである。

ただし,rajadharma セクションとの関連で注意すべきは，司法の主

題（marga,pada ）はManu の場合18 種あり，それが8 章と9 章の大半

を占めるのであるが,18 主題のどれにも属さない箇所が両章にあるとい

う点である。

第8 章では，民事法では第1 主題「負債の不払い（r㈲dana 」」から

第10主題の「境界の確定（simavinirnaya ）」までの「経済法」に属する

問題と，第11主題「言葉の暴力（vakparusya ）」から第15主題の「姦淫

（strisamgrahana ）］に至る刑事法に属する問題が扱 われ
ミ;）

。司法規定

は次の宣言によって一端終了し,raiadharma セ クションが始 まるので

ある。etesa

印nigrahorajnahpancana 甲visayesvake/
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（29）samrajyakrtsajatyesulokecaivaya

もaskarah//8.387//

自領においてこれら5 つのも
お

を制することは，王にとっては同じ

類のもの（つまり王）の間での統王たること
乱

この世での名声を

もたらすものである。388

以下にrajadharma （多 くは第7 章のものとは重複しない）が規定

された後，次のような偶でこの章は終了する。ahanyahanyaveksetakarmantanvahananica/ayavyayaucaniyatavakarankosamevaca//eva

吊sarvanlmanrajavyavaharansamapayan/vyapohyakilbisamsarvarnprapnotiparamamgatim//8.419-420//

〔王は〕「|々，事業，搬送具，定期的な収入と支出，鉱山及び宝物

庫を点検するべきである。

このようにして，これらのすべての訴訟を完全に遂行する王は，す

べての罪を除去し，最高の帰着点を獲得する。8.420

は司法篇としての第8 章の終わりを宣 言しているが，8.419 は司

法の主題とは何の関連もないことは一目瞭然である。つまり，第8 章は

司法篇の後にヴァイシ ヤ・ シュード ラ規定を含む 一般的な王の職務

（rajadharma) を接合しているのである。8.419 はrajadharma セクショ

ンの終了を告げ，それをも含んだ 章全 体の最終偶が8.420 なのである。

第9 章は民事法の「家族法」に分類しうる 主題が中心である。 第16主

題「夫婦のdharma （strrpumdharma ）」以降を扱 ったあと，各種の刑罰

について略述し，次のように述べて司法篇全体を終了する。udito'yamvistarasomithovivadamanayoh/ast

記asasumargesuvyavaharasyanirnayah//9.250//

以上のように,18 の主題について互いに係争する双方にとっての訴

訟の決定が語られたのである。

しかしこれで第9 章が終了するのではなく，この後に第8 章の場合と

同様raiadharma が述べられ，以下の偶によってヴァイシヤ／シェード

ラ規定へと連結しているのである。evamcaransadayuktorajadharmesuparthivah/hitesucaivalokasyasarvanbhrtyanniyojayet//eso'khilahkarmavidhiruktorainahsanatanah/
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（30 ）imamkarmavidhimvidyatkramasovaisyasudrayoh//9.324-325//

王は常にこのように行動しつつrajadharman に専心し，一切の臣

下を世の人々の繁栄のために任命するべきである。

以上において，王にとっての永遠の行動規範の全体が語られた。続

いてヴァイシヤとシュードラの行動の準則について知るべきである。

以上の構成は右図のように表示することができるであろう。（仁は区

切りとなる偶を示す）第7 章冒頭から9.325 までが広義のksatriya ある

いは王を対象とした規定であり，

そ の内容 は狭義 のrajadharma

規定と司法規定に大別されうる。rajadharma

規定 につい ては 第7

章が形式的にづ

のとなってい
ミ1)

。しかし，続く

二 章に お い て 再 び言 及 さ れ(rajadharma

②, ③), しか も

それらが二つに分割された司法

規定のセクションと相互に入り

組んだ構成になっている点に注

意する必要がある。

前述のようにこの両者は必ず

しも有機的に連関しておらず，

もともと別個に存在していたも

のを連結したということを想定

しうるであろう。

第7 章のrajadharma 規定 に

ついては，これまでにも繰り返

し取り上げられ，その特徴も解

明 さ れ て い る。Manu のra-jadharma

全体 を考察す るた め

にはそれに加えて8,9 章の記

述が検討されなければならない

であろう。

フ

ksatriya

rajadharma ①

8

vyavahara

vyavahara①

/1二」－－⌒－

r司adhzma ②T

[lO.OO(

vai^ya

Sudra

八ji 八
,こ 二 上<_,8.420

9

vyavahara ②

,-- －一 一 べ^9.250

rajadharma ③

nnctA

・一一 一一 一-C9.325

vaisya

sudra
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2 ．Manu 第8,9 章のrajadharma 規定

(川

まず，第8,9 章の《rajadharma規定②，③》の内容と他の文献の

対応箇所を以下に示すと以下の通りである。

② ③

1. バラモ ンや家 族を敬うこと(388 －393)2.

徴税と免税(394 －398)3.

洗濯屋 と織物屋の職 務(396 －397)Kail

レ1.1.M-2'i;A.1.8-13Yaj2.238:4.

税関(sulkaslhaiia ）口98 一400)Kaut2.2

ト225.

商岫の価桁の 設定 即)トtU2)6.

度量 衡(tulamaiia,pratimana)(1(3)Kaut2.19.40Vis5

』2Z7.

渡河料(4 削 一'1()7)Kaut2.28.1

≪Yaj2.263:VisT).13

】丿8.

船舶上 の損失の弁 済（'10≪一409)Ka

則2.2H.26

1． 未獲得の土地の 征服と 入植(2S ］ソKaiit

■;卜IManil7.69

・762.

「トゲ」 の除去 （2fi2ソ

目印こ恐怖 がないこと(255 ）

スパイを目とせよ(2SB)

公然たる 盗賊と旧 れた 盗賊(257)

刑 罰（2iv>～2り:i）Kaul43.

王国の7 要素 （2!)'卜2 り7)Kaut6.I.iManu7.IT)?

に 喫裏説）-1.

ト.の行動 原則（2iW づI-

の 行動 とvii卯 川論(:i(1 、3(2)MBh12.70I-.

の 行動 と神 や（io;ト3 ば）Manu5.

り();7.35.r.

と バラモ ンとのJロト ＼高力（ii:卜3:^5)

一一一 － 一一一 一一

rajadharma ②，③は 他のdharma 文献 に類 似の規定 を多く有する。

しかし注 意するべきは,Manu の第7 章の記述とほとんど重複しないこ

と,Kaut ・との対応がより顕著なことであろう。Kauto ）場合それは主と

して 第2 巻「長官の活動(adhyaksapracara) 」と 第4 巻「 トゲの 除去

（kantakaもodhana）」に見られる。 以下 にそれぞれの対 応関 係を 検討し

よう。

・洗濯屋と織物屋の職務（396 －397 ）salmahphalakeslaksnenenijyannejakahsanaih/nacavasamsivasobhirnirharennacavasayet//8.396//

洗濯屋 は滑らかなシャールマリ一樹の板の上で丁寧に洗うべきであ
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る。また，衣服を［別の］衣服と取り違えてはならない。［間違え

て］着させてもならない。tantuvayoda

もapalamdadyadekapaladhikam/ato'nyathavartamanodapyodvadasakamdamam//8.397//

織物屋は10 パラの［糸を布に織って］,1 パラ増量して引き渡すべ

きである。これ以外のやり方をするものは12 パナを罰金として支払

うべきである。

この2 偶は各種の徴税を説く箇所に配置されており，前後の規定とは

内容上の整合性がない。他文献の対応箇所は以下の通りである。

【洗濯屋】raiakahkasthaphalakaslaksnasilasuvastraninenijyuh//anyatraneniiatovastropaghatamsatpanamcada

回amdadyuh//mudgararikadanyadvasahparidadhanastripanamdandamdadyuh//paravastravikrayavakrayadhanesucadvada

もapanodandah,parivatanemulyadvigunovastradanamca//Kaut4.1.14-17//

洗濯屋は木の板や滑らかな石板の上で衣服を洗うべきである。

他の場所で洗う者は，衣服の破損分と6 パナを罰金として支払うべ

きである。

梶棒の印を付けた衣服以外のものを着用する者は,3 パナを罰金と

して支払うべきである。

他人の衣服を売ったり貸したり質入れしてしまう者については，12

パナが罰金である。すり替えるなら，価格の2 倍を［罰金とし］，

衣服を返却するべきである。

vasanastrinpanandandyoneiakastuparam もukam/vikrayavakrayadhanayacitesupanandasa//Yaj2.238//

高級な衣
心

を着用する洗濯屋は，3 パナが罰金となる。

売ったり貸したり質入れしたり，頼まれて［人に渡した］場合は，10

パナである。Kaut

の対応箇所は第4 巻第1 章「職人の監視（karukaraksana）」に

含まれ，金細工師(suvarnakara ）,医師（bhisaj）などと同じ範躊で扱

われている。ここでは次に見る「織物屋（tantvaya)］を含む各種職人
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などの不正利得や職務怠慢に対する刑罰を規定しており，洗濯屋の規定

をここに置く必然性がある。しかしながらYaj の場合，この論題は第15

主題 目'M奪」 と第16 主題「既売品の引 き渡し拒否」との間に置かれた

「補則（visesa）」に含まれ，位置づけ が明確ではない。それは以下の

ような理由によると考えられる。Yaj

のrajadharma セ クションと司法篇は，内容面のみならず個々の

単語レベルでも明らかにKaut の影響を受けている牡 全体的な規定の

配置についてはManu のそれを踏襲しているのである。つまり，既 に

述べたようにManu は司法主題を二つの章に配分し，司法規定の後に

それぞれrajadharma 規定の②と②を置いている。Yaj も第2 章全体を

［司 法 主 題1 ～15 ］「 補 則（viもesa）」「 司 法 主 題16 ～19」「 雑 則

（praklrnaka, 司法主題としては20）」に分け，前半の「司法主題」に

続く「補則」の中にこの「洗濯屋」の規定を置いているのである。同じ

章の中であれば，継続して司法規定を叙述する途中で「補則」によって

それを分断する必然性はないであろう。このような章の構成はManu

の8,9 章のそ れとよく対応するものである。Yaj がManu の構成を模

倣したが故の不自然さであると言えよう。

【機織屋】tantuvayadasaikadasikamsutramvardhayeyuh//vrddhicchedechedadvigunodandah//Kaut4.1.8-9

機織り屋は,10 の糸を［布に織って］11 に増量するべきである。

増加分を失ったなら，損失の2 倍が罰金である。

satedasapalavrddhiraurnekarpasasautrike/

madhyepancapalavrddhihsuksmetutripalamata//Yaj2.183//

羊毛製品，綿製品の場合,100 ［パラ］について10 パラの増量。

［糸の太さが］中くらいの場合は5 パラ，細い場合は3 パラである

ことが合意されている。

Kaut の場合，この部分は「洗濯屋」と同じく「職人の監視」におい

て扱われているが,Yaj では更に扱いが異なり，第8 主題「売買の解約
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皿 ）(kntanusaya)

」に属する規定となっている。こ の主題はKaut,Manu

にも見られるところであるが，いずれの場合も当該主題には「機織屋」

あるいは繊維製品の増量に関する記述は含まれず，解約あるいは商品の

返却に際しての手数料もしくは罰金を規定しているのである。それに対

してKaut4.1.10 以降では，糸を布に織るに際しての増量と損失につい

て論じている。

以上の二つの規定は,Kaut の対応箇所が同じ章に見られることから，Manu

とKaut の間には何らかの関連があるといえるだろう。しかし，Manu,Kaut

双方から影響を受けているYaj で は，その扱いに混乱が見

られることが確認された。

・税関（sulkastliaiia）（398－400 ）

各種の「税」の中の或る種のものはsulka と呼ばれている。主として

商業活動 に由来する ものであり，「関税」 もそれに含まれる。これは

§ulkasthana と称する施設において徴収されることになる。

らulkasthanesukusalahsai'vapanyavicaksanah/kui

了urarghamyathapanyamtatovimsamnrpoharet//8.398//rain

面prakhyatabhandanipratisiddhaniyanica/taninirharatolobhatsarvaharamharennrpah//8.399//sulkasthanampariharannakalekrayavikrayi/mithyavadicasamkhyanedapyo'stagunamatyayam//8.400//

税関について熟知していて，あらゆる商品に精通している者たちが，

商品にふさわしく価格を設定するべきである。その20分の1 を王が

徴収するべ きである。

王にとっての ［専売］品，禁制の品を欲望の故に持ち出そうとする

者の，一切の財産を王は没収するべきである。

税関を避け，不正な時に売買する者，また計量に際して偽りを申告

する者は，逃れた分の8 倍を［罰金として］支払うべきである。

ここに見られる「税関」あるいはそれに類する施設は,Dhs ではVis

に言及される( もulkasthanadapakramansarvapaharamapnuyat//Vis3.31//

）のみであり，やや成立の遅いNarada,Brhaspati には用例があ

る。また，別稿で指摘したように，パーリ仏典にぱsuiikatthana" とし
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しD
て言及されてい る。Kautt こよれば これはsulka§出 とも称され，地方と

都市とを分ける地点に設 置さ れて，「旗」を標識としたものであること

㈲
が以下の記述から知 られる。sulkadhyaksahsulkasalamdhvaiamcapranmukhamudanmu-khamvamaliadvarabhya

もenivesayet//2.21.1//

税関長官は, §ulkasalaと 東向きあるいは北向きの旗を大門の近く

に設置せよ。dhvajamulamatikrantanamcakrtasulkanamsulkadastagunodandah//pathikotpathikastadvidyuh//Kaut2.21.16-17//

旗の下を通りながら関税を納めない者には関税の8 倍が罰金となる。

道路や道路外に活動す る［スパ イ］がそれを発見するべきである。

税関で摘発されるべき不正についても，Kaut に対応する規定を見い

だすことができる。sastravarmakavacaloharatharatnadhanyapasunamanvata-mamanirvahyamnirvahavatoyathavaghusitodandahpanya-nasasca//Kaut2.21.22

バ

ご禁制の品である武器，甲冑，金属，戦車，宝石，穀物，家畜のう

ちどれかを持ち出す者には公示されたとおりの罰金が科せられ，そ

の品は没収される。sulkabhayatpanyapramanamulyamvahinambruvatastadatiri-ktamrajaharet/sulkamastagunamvadadyat//Kaut2.21.10-11//

関税を［支払うことを］躊躇して，商品の量や原価を過少に申告す

るならば，王はその余分を没収せよ。

あるいは関税の8 倍を支払うべきである。

禁制の品を持ち出すこと，8 倍の罰金が科せられることが共通してい

る。一方，Yajにも同様の規定がある。arghapraksepanadvimsambhagam

乱lkamnrpoharet/vyasiddhamrajayogyamcavikritamrajagamitat//mithyavadanparimanarnsulkasthanadapasaran/
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リamyascasavyajakrayavikrayi//Yaj2.261-2//

価格を定めて，王は20 分の1 をもulkaとして徴収せよ。

禁制のもの，王の専売品が販売されたら，それは王に帰属する。

計量について偽りの申告をする，税関を避けて通る，

そして，詐欺的な売買をする者は,8 倍の罰金を支払うべきである。

この規定はYaj 第2 章「司法編」 の第17 主題「共同事業（sambhuya-samutthana

）］に含まれているが，他文献の対応箇所でこのように税関

規定を含むのはNarada のみであ(I|)。

・度量衡tulamanampratimanamsarvamcasyatsulaksitam/satsusatsucamasesupunarevapariksayet//8.403//

すべてのtulamana とpratimana は正しく刻印されなければならな

し稲

そして6 ヶ月ごとに再度検査し直すべきである。sulaksita

は「印づけられる」（渡瀬），"carefullymarked （Donigerド ，

“dullymarked （Buhler ）"と解されるが，註釈
蜜

は以下のように解して

いる。panksamkarayedaptairadhikaribhir

（Medh ）parthivenalaksitammudritam

（Sarv)bhagnadikamtyaktvapunarmudrayet(Ragh

）Kaut

の対応箇所は，各種 「長官（adhyaksa ）」の一つである「計量長

官（pautavadhyaksa ）」の職務の一つとして述べられる。caturmasikamprativedhanikamkarayet//apratividdhasyatyayahsapadahsaptavinisatipanah

がprativedhanikamkakanikamaharahahpautavadhyaksayadadyuh/2.19.40-42//

四ヶ月ごとに検印を行うべきである。

検印していないものについては27と4 分の1 パナが罰金である。

検印に対して,1kakanika を毎日計量長官に支払うべきである。

ここで問題になっているのは計量のための「分銅」や「升」であ払4

ヶ月ごとであるという点でManu とは異なるが，王が度量衡につい

－89 －



(37)

て独占的にそれを管理し，定期的にそれを点検するということであろう。

註

1）2)Dhs 類ではrajadharma セクションは全体の約1 割を占める。

このような叙述形式はKaut,MBh に見られる他,Yaj にも受け継がれ

ている。

(3) こ れ ら主 題 の名 称 と順序 は,8.4 －8 に見 られ るも の と若干 異 なっ てい

る。

（4） ここ に 言う 「5 つ のも の」 と は5 種 類の 刑事 問題 であ る。

㈲Raghavananda は,cakravartin と解し てい る。

㈲ 核 心 部 分 は既 に 述 べ た「 日 謀表」 の 形 式 を採 用 し， 第7 章 全体 が そ の

枠 組 み に収 め ら れて い る。 こ の 章の 記 述 はそ の 意 味で は完 結 し てい る

と言え るが ， 実際 には こ の形 式 は重 要 な意味 を持 っ てい ない 。

（7） この箇 所のpara は 井狩 ・ 渡瀬訳 のように「他 人の」(r ヤ ージュ ニ ヤヴ ァ

ルキヤ 法 典Jp.127) と 訳 すこ と も可 能で あ るが ， ここ で は 洗 濯屋 に定

め られた［ 梶 棒の印 を 付けた 衣服］ 以 外の 「高級 な 衣服 （Balaknda は，

“param 白ukamutkrstamvastram" と説明 し てい る）」 の着 用を 禁じ てい

る， と 解し か。(8)MuneoTOKUNAGA:StructureoftheRajadharmasectionintheYajnavalkyasmrti

（i,309-368 ）『京 都大 学文 学 部 紀要 』 第32 号,1993 年 ，pp.1

－42。

㈲ 拙 稿［ 税 関 にお け る 免 税 規 定］『印 度哲 学 仏教 学』 第7 号,1992 年 ，pp.54

－66o

㈲Visnusmrti3.31 に対 するNandapandita の註 に よ れば,sulkasthana は

市 場や 沫浴 場 など(hattaghattadi) で ある と 言う。

㈲sulkasthanamvanikpraptahsulkamdadyadyathopagam/natadvyatiharedrajflambaliresaprakalpitah//sulkasthanampariharannakalekrayavikrayi/mithyoktvacaparimanamdapyo'stagu

リamatyayam//Nar3.12-13//

㈲Bharuci の み“tulamana-pratimanam" と 読み,"trayamapyetadra-jamudrankitamanadhrsyambhavati"

と解 する が， こ の読 み は困難 で あ

ろ う。

㈲prativedhanika はPW,MW に も 登 録 さ れ ず,Schmidt の 補 遺 にKaut

の み を 出 典 とし て 登 録 さ れ て い る。Srimula は ，“prativedhanamevaprati-vedhanikamparisodhanam,vinayaditvatthak"

と解 す る。 ちな み
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に ここに引用されるPaniniSよ34 は,"vinayadibhyasthak" が通常

のテキストである。

〈キーワード〉Manusmrti,Arthasastra げajadharma,vyavahara

-
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